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～未来へつなぐ元気な村づくり～ 
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平成２１年１２月 

戸  沢  村 

 

  

  この戸沢村新自立計画（素案）は、これからの村のあり方の指針となるもの

です。 

  策定の手法は住民参加型とし、広報やホームページに掲載し多くのパブリッ

クコメントをいただきながら、最終的な自立計画を樹立していきます。 

  住民が幸せを実感できる「未来へつなぐ元気な村」の実現のために、皆様方

の熱い想いをお寄せ下さるようお願いします。 
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「未来へつなぐ元気な村」の実現 
 

第１ 新自立計画の策定に向けて                                              

 

１，計画策定にあたって 

 戸沢村は、平成２２年３月末で期限切れとなる市町村の合併の特例等に

関する法律（平成１６年法律第５９号）に基づき期限内で新庄市との合併

に向けて、法定協議会である新庄市・戸沢村合併協議会を平成２１年４月

２７日に設立し、総合的・効率的なまちづくりを推進し持続可能な自治体

をめざして協議を重ねてきました。 

しかし、合併に関するより詳細な考えを収集する必要があったことから、

６月に全有権者を対象とした合併に関する「村民意向調査」を実施しまし

た。その回収率が９４・４％と非常に高く、この件について村民の関心が

高いことを伺わせるものとなりました。合併を望まないとの声が５１．５％

と半数を超えたことを厳粛に受け止め、その結果、合併協議会からの離脱

を表明しました。その後、合併協議会廃止について議会の議決をいただき、

平成２１年８月３１日をもって合併協議会は廃止されました。 

現在、国・地方を問わず、行財政の環境は極めて厳しい状況に置かれて

います。戸沢村においても人口減尐、尐子・高齢化の進展をはじめとする

様々な課題が山積するなか、長引く景気の低迷などによる村税収入の減尐

や、地方交付税の縮小の影響を大きく受け、村の財政は大変厳しい状況で、

今後も今まで以上に厳しさを増すことが予想されるところです。 

村は合併しないで自立の村づくりを進めることとした今、今まで以上に

徹底した行財政改革を推進することはもちろんのこと、住民や地域と行政

が協働して、「未来へつなぐ元気な村」の実現を目指していかなくてはなり

ません。 

 

２，計画策定の主旨 

戸沢村新自立計画は、平成１８年１２月に策定された戸沢村自立計画（平

成１８年度～２２年度までの５年間）並びに戸沢村行政改革大綱実施計画

（集中改革プラン・平成１８年２月策定）を再検証し、新たな自立の村づく

りのために、多様な課題や極めて厳しい財政状況を乗り越え、未来へつなぐ

元気な村、そして、すべての人が自立していきいきと生活し、人と人との交

流が深まる共生型の地域社会の実現を目指す、道標として策定するものです。 

 なお、本計画に掲げる基本的な考え方は、今後策定する第４次戸沢村総
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合計画（平成２３年度～）に引き継いでいくものとします。 

行財政改革に関する村の計画 

◎戸沢村行政改革大綱実施計画（集中改革プラン）平成１８年２月策定 

◎戸沢村自立計画（平成１８年３月） 

 

３，計画の期間 

    この戸沢村新自立計画の期間は、平成２２年度から平成２６年度までの５

年間とします。 

 

第２ 村を取り巻く情勢                         

 

１，国と地方の動向 

（１）基礎自治体のあり方 

  第２９次地方制度調査会では、市町村合併を含めた基礎自治体の在り

方、監査機能の充実・強化、議会制度の在り方という三つのテーマにつ

いて答申をまとめました。 

最初に今後の基礎自治体像として、第２７次地方制度調査会答申にあ

った、「今後の基礎自治体は住民に最も身近な総合的な行政主体として、

これまで以上に自立性の高い行政主体となることが必要であり、これに

ふさわしい十分な権限と財政基盤を有し、高度化する行政事務に的確に

対処できる専門的な職種を含む職員集団を有する必要がある」とされた

ことを、今後も妥当とする考えです。 

次に、効率的な行政運営と経費削減を可能とする広域連携の積極的な

活用を促すための方策を上げ、事務をより適切かつ効率的に処理するた

め、市町村間又は市町村と県との間で広域的に連携することにより、事

務の協働処理の仕組みが一層活用されるよう制度の見直しを行う必要が

あるとしています。合併を望まない小規模市町村に対しは、「事務の一部

を都道府県が代わって処理することも考えられる」ことと新たな広域連

携策を提示しています。 

また、総務省の２２年度の重点施策では、中心市と周辺市町村が協定

に基づき役割分担し、相互に連携する「定住自立圏構想」の推進、循環

型社会の形成、尐子・高齢化対策などを喫緊の政策課題として掲げ、地

域の活性化のために自治体への支援を講ずるとしています。 

 （２）国と地方の財政状況 

    我が国の社会経済状況は、長引く景気の低迷、尐子・高齢化の進行、

巨額の財政赤字による将来世代への負担転嫁の懸念、更には、地球規模
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での環境問題など、深刻な状況を迎えています。更に、景気回復に向け

た積極的な経済対策の展開による借入金の急増が財政構造の硬直化を進

展されたことから、国と地方の財政は非常に厳しい状況となっています。 

    今後、更に尐子・高齢化の急激な進展に伴う経費の増加などにより、

国・地方の財政を取り巻く環境は、ますます厳しさを増していくことが

見込まれています。 

 （３）地方分権への対応 

    平成１２年の地方分権一括法の施行により、地方分権は確かな一歩を

踏み出したところです。また、平成１８年の閣議決定では「国と地方の

役割分担の見直しを進める」とされ、今後の分権型社会を市町村が中心

となって担っていくものと期待されています。これにより、市町村はよ

り一層「自己決定と自己責任」の原則のもと、地域の特性をいかした個

性豊かな活力に満ちた地域社会の実現を進めていくことが求められるよ

うになりました。 

そのためには、住民に身近な事務は可能な限り住民に身近な自治体に

おいて担うことを基本として、それにふさわしい権限の拡大と財政基盤

の強化や専門組織の確保を図ることが必要とされています。 

そのためには、住民や地域そして行政がそれぞれの役割を分任し、よ

り良い地域を創造し、未来へつなぐ元気な村を目指していくものです。 

 

２，村の現況 

（１）人口減尐と高齢化 

   戸沢村の人口の動向を見ると、３村が合併した昭和３０年の１１，１

５５人をピークに年々減尐を続け、平成１７年の国勢調査では、５，９

１５人となりました。この５０年間に、実に５，２４０人が減尐し、率

では４７％の減となっています。 

村の人口は、住民基本台帳による最近の数字で５，６８８人となって

います。（平成２１年８月末現在）転出が転入を上回ることや、出生者

数よりも死亡者数が上回るなど、人口は依然として減尐傾向にあり、こ

の傾向は今後も続くものと予測されるものです。 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」による戸沢

村の人口は、６年後の平成２７年に４，９６４人、１１年後の平成３２

年に４，５１７人と推計されています。平均すると１年で約９０人が減

っていくものと推測されています。 

高齢化率（人口に占める６５歳以上の比率）の推移をみると、昭和３

０年は、４．３％（４７８人）でしたが、平成１７年には、３０．１％
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（１，０４８人）と急激に高くなっています。一部集落では、８０％を

超す高齢化率で、集落の維持が困難になってきています。 

一方、年尐人口（０～１４歳）の推移を見ると、昭和３０年には３９．

８％（４，４３７人）でしたが、平成１７年には、１３．１％（７７３

人）まで下がっています。 

また、過去１０年間の出生者数の推移を見ると、平成１０年度には５

２人でしたが、年々減尐の一途をたどり、平成２０年度には２９人とな

ったところです。尐子・高齢化が顕著に表れ、今後もこの傾向が一層進

むことが予測されています。 

 

 資料：昭和３０年から平成１７年までは国勢調査。 

    平成２７年・３２年は、国立社会保障・人口問題研究所の推計。 

 

 資料：住民税務課 
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（２）村の財政状況 

今までの村の財政状況は比較的健全に推移してきましたが、財政基盤が弱

く地方交付税に依存している割合が高いため、国の政策の影響を直接受けや

すい状況となっています。 

村の主な収入源である地方交付税は、平成１２年度をピ－クに減尐の一途

をたどり、平成２０年度の一般会計決算では、２０億２，０２０万円余りで、

平成１２年度から比べて４億４，９００万円減尐しています。歳入に占める

村税は、３億５，９００万円（約１割）、地方交付税は歳入の約６割を占め

ているものです。村税等の自主財源については、景気の低迷や勤労世帯の減

尐により年々減尐している状況です。 

このような状況の中で、行政サービスの維持を図りながら、未来へつなぐ

元気な村づくりを推進していくには、今まで策定した自立計画などを多方面

から検証を行い、以前にも増して実効性のある行財政改革に取り組んでいく

必要があります。住民や地域そして行政が役割を分任し、協働の村づくりを、

住民の理解を得ながら進めていく必要があります。 

  

 

 資料：総務課（決算状況調）  各割合の単位は％ 

 

地方交付税の依存度（１９年度普通会計の歳入に占める地方交付税の割合） 

 １位 大蔵村  ５８．３％   ４位 戸沢村  ５５．３％ 

 ２位 飯豊町  ５６．４％   ５位 鮭川村  ５５．２％ 

 ３位 真室川町 ５５．５％   ６位 朝日町  ５２．９％ 
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第３ 自立に向けた具体的な取り組み                   

 

１，基本姿勢 

  自然豊かな戸沢村は、この地に住む多くの先人が築きあげてきた、歴

史や伝統を継承し、これを村民の誇れる財産として、その魅力を未来へ

つないでいかなければなりません。 

「未来へつなぐ元気な村」の実現には、住民や地域そして行政が役割

を分任し、自助・共助・公助の基本原則のもと「協働の村づくり」を進

めていくことが大事です。 

  小さな村に適応した小さな自治体で住民が幸せを実感できる、「未来へ

つなぐ元気な村」の実現をめざしていくものです。 

 

２，行政改革の徹底 

（１）人件費等の抑制 

人件費は、経常的な経費の中で大きなウエイトを占めるため、給与

管理については、定員管理とともに慎重に行う必要があります。 

今後財政状況が一層厳しくなることが予測される中で、更なる人件

費等の抑制は大きな課題で、早急にその対策を講ずる必要があります。 

  ① 職員給与・定数等の適正化 

職員給与は、社会経済情勢を反映して行われる人事院勧告や県の

人事委員会勧告に準じて、村の条例で定められていますが、これは

基本的に住民の理解のもとで適正に運用されなければなりません。 

このような観点から、給与等については、以前から村の広報やホ

ームページで公表してきました。 

村の平成１９年度普通会計決算では、歳出に占める人件費の割合

は２７．６％、一人当たりの給与費は、６，７６７千円となってい

ます。職員の平均年齢が４８．１歳と県内で最も高く、しかも５０

歳以上の職員数が４１名、特に５１歳から５５歳までが２５名で１

６％の割合を占めており、偏った職員構成となっています。 

平成２１年４月現在、村の職員数は９４名（一般職７９名・技能

労務職１１名・医療職４名）となっています。平成１６年度では１

１０名（一般職８９名・技能労務職１７名・医療職４名）で、この

５年間で１６名の減尐となりました。今後、２１年度から２５年度

までの５年間の定年退職者は１６名、それ以降の５年間では２４名

となっており、１０年間で４０名の定年退職者が見込まれます。 

職員数については、定員管理に基づく適正な管理を行っていくこ
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ととしますが、今後も職員の定年前の退職勧奨を行いバランスある

職員構成となるよう採用計画を見直していきます。基本的には退職

者補充は必要最小限とし、バランスある職員構成になるように配慮

し、住民サービスに影響を来さないよう調整を図っていくこととし

ます。 

      旅費の日当については、県内旅行の支給廃止や県外支給基準につ

いて見直しを行っていきます。 

 

●年度別定年退職者数の推移（２１年１２月現在）   単位：年度・人 

年度 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

員数 ２ ３ ５ ４ ２ ５ ３ ４ １０ ２ 

 資料：総務課 

 

 

 資料：平成２１年４月１日現在（総務課） 

 

    ② 特別職（村長等）の報酬の削減 

      村長、副村長、教育長の給料の減額は、平成１４年度から実施し

てきましたが、今後も継続していくものとします。 

平成２１年度では村長２５％、副村長１５％、教育長１０％の削減

を行っています。 
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   村長等の給料減額率              （単位：年度・％） 

 給料月額 平成１４～ 平成１８ 平成１９～ 平成２１ 

村 長 615,000 １０ １５ ２０ ２５ 

副村長 527,000 ５ ８ １２ １５ 

教育長 520,000 ２ ５ ７ １０ 

   注：村長、副村長、教育長は、平成１４年度から給料を減額しています。 

     給料月額は、２１年４月現在で減額後の給料月額です。 

 

    ③ 議会議員の定数及び報酬 

    議会議員の定数等については、議会議員全員で組織する「とざわ

自立推進特別委員会」の報告を受け、平成１９年８月３１日任期満

了となる一般選挙から定数を１４人から１０人に削減したところで

す。 

更に平成２１年９月の定例会において、議会として村の行財政全

般の諸問題について検討し、自立した村づくりの方策を提言するた

め、「行財政改革推進特別委員会」が新たに設置されました。この委

員会では、議会の定数等についても慎重に審議されることとなって

いることから、その提言を受けて検討していくものとします。 

    ④ 各種委員会・審議会等の見直し 

農業委員会の選挙による委員の定数については、平成１７年７月

の選挙時から１０人を８人とし２名の減としました。また、体育指

導員、文化財保護委員についても、それぞれ１５名から１２名、８

名から６名に削減しました。 

社会情勢が変化する中で、委員会・審議会等については、その必

要性を十分に検証するとともに、委員数、報酬、委員構成などの見

直しを行っていきます。その場合、報酬については、年（月）報酬

制度から実働日数に応じて報酬を支払う日額制度へ見直すべく検討

を行っていきます。 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

○退職勧奨要綱に基づき退職勧奨を行い、職員構成のバランスを図っ

ていきます。（平成２２年度から） 

○退職者補充は必要最小限としていきます。 

○旅費については、県内日当などについて見直すべく検討を行ってい

きます。 
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（２）組織機構の再編 

  ① 組織機構の再編 

村では、平成１９年度に村長部局で７課１室あったものを５課に、

教育委員会部局では学校教育課・社会教育課の２課を共育課の１課

に統合し、現在の組織機構としました。 

    現在の村長部局、教育委員会部局については現状のままの課数と

しますが、多様な住民ニーズや新たな行政課題に的確に対応し、更

に、時代の変化に対応できる機動的かつ弾力的な組織再編を行って

いく必要が生じた時は、課の事務分掌の見直しを行っていくことと

します。 

しかし、職員数削減の中で従来の行政サービスを提供し続けるた

めには、施設の統廃合、業務内容の簡素化・効率化並びに民間委託

の推進を図るなど、随時必要に応じて組織機構の見直しを行う必要

があります。 

② 職員の動態化と協調性の確保 

業務や事務執行に当たっては、全庁的な視野に立って協調しなが

ら執行していくことが重要になっています。担当による事務量の格

差、一時期な繁忙など従来の縦割りの組織では、対応しきれない多

様な行政課題が出てきています。これら担当制が抱える課題を解消

し、組織の動態化と職員の協調性の確保の面から、課の垣根を取り

○時間外手当の一層の削減を図っていきます。 

○給与制度全般について、住民の理解を得るためにも、適正に運用し

ていきます。 

○特別職（村長等）の給料は、今後も減額を継続していきます。 

○議会議員の定数及び報酬は、議会の行財政改革推進特別委員会の提

言を受けて早急に検討していきます。 

○報酬は、年（月）報酬制度から実働日数に応じて報酬を支払う日額

制度へ見直すべく検討を行っていきます。 

○次の点に基づき検討を行っていくものとします。 

ア 法律に基づくもの以外は、必要性に応じて統廃合を進めます。 

イ 委員数は必要最小限（原則５人）とし、報酬の見直しを行いま

す。 

ウ 各審議会等の委員については、公募委員、女性委員の登用を拡

大していきます。 
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除き、必要に応じてプロジェクトチームや対策班を編成し柔軟に対

応する制度の導入を進めていきます。 

    ③ 災害時等の地域担当制 

      大雤による洪水や土砂災害、地震など思いがけない災害がいつ村

を襲うとも限りません。このような甚大な災害時には、職員が一丸

となって村民の人命の救助や財産の確保にあたることが必要です。 

      災害時等においては、いち早く地域の状況を把握し、迅速な対応

をとることが何よりも重要なところです。そのためにも、村内全て

の集落と役場との連絡を担う、職員地域担当連絡制度の導入を検討

していきます。 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

（３）職員の意識改革と資質の向上（人材育成） 

  ① 職員の意識改革 

    職員には、自立の村づくりを担う諸課題に立ち向かう意欲と能力

が一層求められています。協働の村づくりを住民と一緒になって進

めていくためには、常に住民本位を徹底し、コスト意識、問題意識

を持ち、自らの能力を高めていこうとする意欲的な意識改革が必要

です。職員一人ひとりが「行政は究極のサービス業」という認識を

持つことが大事です。 

    住民のニーズに対して既存の制度や体制では対応できない課題に

ついては、どうすれば対応できるかを十分検討し、制度や体制を変

える等柔軟な発想を持つことが必要です。 

    施策の実施にあったては、社会経済情勢の変化に機敏に対応しつ

つ、費用対効果を十分検討し、コスト意識に根ざした確かな経営感

覚を持って、効果的・効率的に実施しようとする意識の高揚を図っ

ていきます。 

○課数は現状のままとし、課の事務分掌の見直しを行っていきます。 

○従来の行政サービスを提供するために、施設の統廃合、業務内容の

簡素化・効率化並びに民間委託を推進していきます。 

○縦割の組織では対応しきれない多様な行政課題については、課の垣

根を取り除き、必要に応じてプロジェクトチーム等を編成し対応。 

○災害時に地域と役場との連絡や情報収集にあたる職員地域連絡制

度の導入を検討していきます。 
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事務執行にあったては、上司からの指示待ちや前例踏襲等の意識

を捨て、一人ひとりの職員が改革の主体であることを自覚し、「自分

の仕事が本当の意味で村民のためになっているのか」を常に考え、

創意・工夫・挑戦の意識を向上させていくことが大事です。 

  ② 社会情勢変化への対応 

    地方自治体自らの判断と責任による行政執行が求められる地方分

権時代を迎え、職員一人ひとりの能力の総合である行政組織の力量

と地域の民力が問われ、それらの発揮の如何によっては、地方自治

体間で地域づくりの進展に格差が生じる時代だと言われています。 

 戸沢村のみならず、社会全体が尐子・高齢化の進展が著しい状況

となっています。このような状況は、これまで行ってきた施策の領

域やサービス内容に質的変化をもたらし、今後の地域社会における

子育てや福祉、教育をめぐる社会的な取り組みや地域コミュニティ

ーにおいても大きな影響を及ぼすことが推測されています。生活意

識や価値観の変化など内外の社会情勢の変化を敏感にとらえ、新た

な行政課題に挑戦する気概と行動力の維持、向上を図ることが大事

です。 

  ③ 職員の資質の向上 

    村の厳しい財政状況を職員一人ひとりが、常に念頭に置きながら

事務執行していくことが必要です。厳しい財政状況の下で健全な財

政運営を堅持するためには、行財政改革を積極的に推進していく必

要があります。また、事業の縮小や削減といったことばかりでなく、

村民に元気のでる多様な施策を実行していくことも大切です。限ら

れた財源と職員の能力が最大限に活かされた効率的な行財政のシス

テムづくりが急務であり、職員一人ひとりの資質向上と社会情勢に

対応した能力開発に向け、全庁的な取り組みが求められています。 

    これからの職員には、地域に密着した質の高い行政サービスの展

開と合わせて、企画・立案、実施、評価の一貫処理等、これまで以

上に拡大する自治の責任分野に対応していく能力が必要です。地方

自治体における自らの役割を今一度見つめ直し、それぞれの役割を

的確に果たしていけるよう、行政のプロとして分権型社会に即応し

た行政実務能力を高めていくことが大事です。 

  ④ 村民と協働する地域づくりの実践 

    今後の村づくりは、住民と地域そして行政が協力し合い、自助、

共助、公助の原則の下、「協働の村づくり」を進めていくことが必要

です。この協働の村づくりを推進していくためには、住民の自主的
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な行動のもとに住民と行政がより良いパートナーとして連携してい

くことが重要であります。 

    また、職員も地域の一員として地域の中で活動していくことが、

極めて大切です。活動を通じて地域の問題を共有し、住民（地域）

と一体となった地域づくりを進めていくことで、地域住民との信頼

や理解が生まれ、ひいては自分自身の能力を高めていくことにつな

がって行くものです。 

    ⑤ 人事交流 

      広域行政や広域連携の必要性が一段と高まってきています。他の

市町村等との人事交流を通じて、行政事務に対する自らの意識を高

めていくことや広い人的ネットワーク確立などその効果は大きなも

のがあります。また、他の自治体の事務執行方法を研修することで、

村のよりよい行政サービスの提供にもつながっていくものです。 

更には、民間団体等との人事交流や職場実習を通じて、民間のサ

ービス方法を研修し、それを村民サービスの向上に積極的に活用し

ていくものとします。  

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）自主財源の確保 

   国や県からの補助金等の削減が進む中、自立の村づくりの前提とな

るのが、健全な財政運営を継続していくことです。行財政経費全般の

徹底的な節減と同時に、使用料・手数料等の受益者負担を見直し負担

○コスト意識、問題意識を持ち、自らの能力を高めていこうとする意

欲的な意識改革が必要です。 

○内外の社会情勢の変化を敏感にとらえ、新たな行政課題に挑戦する

気概と行動力の維持、向上を図ることが大事です。 

○これからの職員には、地域に密着した質の高い行政サービスの展開

と合わせて、企画・立案、実施、評価の一貫処理等、これまで以上

に拡大する自治の責任分野に対応していく能力が必要です。 

○協働の村づくりを推進していくためには、住民の自主的な行動のも

とに住民と行政がより良いパートナーとして連携していくことが

重要です。 

○行政事務に対する自らの意識を高めていくことや広い人的ネット

ワーク確立するために、他の市町村等との人事交流を実施。 
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の公平性や平等性の確保に努め、計画的な財政運営の下で安定した財

源を確保し、確実な財政基盤を築いていくことが重要です。 

  ① 収納対策の機能強化 

村税や上・下水道使用料は村の貴重な自主財源であり、それらの

未納に対しては、歳入の確保及び公平・公正を期すため対策の強化

を図る必要があります。場合によっては、法的な措置による対応も

とっていく必要があります。 

村では公金収納対策委員会を立ち上げ、鋭意歳入の確保に努めて

いるところですが、なお一層の機能強化を図りながら、全庁的な問

題として収納率向上に努めていきます。 

    ② 使用料・手数料等 

      使用料・手数料は特定の行政サービスを利用した人（受益者）か

らサービスに要する経費の一部として負担いただいているもので、

村の貴重な財源の一つになっています。 

      このことについては、今回の合併協議の中で他の市町村との比較

や今後の動向について検討することができました。この検討を踏ま

え、更には村の置かれている厳しい財政状況を考慮し、一部の使用

料・手数料等について、増額することも歳入の確保の面から選択肢

の一つと考えられますが、全体の中で調整を図っていく必要があり

ます。 

    ③ 村有財産の有効利用等 

      庁内に「遊休地・遊休施設の有効活用検討委員会」を組織し、村

が所有するこれらについて、有効利用と効率的な運用、売却、処分

等について早急に検討を行い、財源の確保にあたります。 

村の広報誌やホームページにも物件を紹介し、広く入札者を募り

売却に努めていきます。 

      クリダイの団地・新庄市の一条跡地・母子センター跡地など 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

○公金収納対策委員会の機能強化を図り、全庁的な問題として収納率

向上を図っていきます。 

○一部の使用料・手数料等については、全体の中で調整を図っていき

ますが、増額することも歳入の確保の面から選択肢の一つです。 

○「遊休地・遊休施設の有効活用検討委員会」を組織し、村有財産の

有効利用と効率的な運用、売却、処分等を行っていきます。 

 

 



- 16 - 

（５）公共施設の整備と管理運営 

  ① ぽんぽ館・高麗館 

地方自治法の改正に伴い、ぽんぽ館の管理については、平成１８

年４月より「管理委託制度」から「指定管理者制度」へ移行し、戸

沢村産業振興公社がこれにあたっています。両施設とも公設民営方

式で建設された経緯から、施設の保守・維持管理における経費につ

いては、従前から村が負担しているものです。平成７年オープンの

ぽんぽ館、平成９年オープンの高麗館、２つの施設とも年数の経過

とともに施設の維持管理や機械設備等の保守管理に多大の経費が必

要となっています。今後２つの施設について、どのような管理運営

を行っていくべきかを早急に検討していくこととします。 

戸沢村産業振興公社は、平成６年４月に設立された第三セクター

で、当初は村からの委託を受けぽんぽ館、高麗館を経営する会社と

して誕生したものです。経営状況については、地方自治法の規定に

基づき毎年議会に報告しているところです。 

一方、高麗館については、平成２０年４月から最上峡芭蕉ライン

観光（株）が指定管理者となり管理運営を行っています。 

今後、道路の整備状況や施設の特異性を見据えた経営戦略が必要

になってくると思われます。 

    ② その他公共施設 

      若者総合施設、農村環境改善センターについては、現在管理人を

配置した直営による管理体制をとっています。これらの公共施設に

ついては、当面現行どおり管理体制を継続していくものとします。 

    ③ 今後の空き施設 

      施設の廃止や統廃合によって、新たに発生する空き施設について

は、地域住民と協議しご理解をいただきながら、その有効活用につ

いて十分な検討を行っていきます。 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

○ぽんぽ館・高麗館の施設について、どのような管理運営を行ってい

くべきかを早急に検討していく。 

○若者総合施設、農村環境改善センターについては、当面現行どおり

管理体制を継続するが、指定管理者制度移行も検討していきます。 

○新たに発生する空き施設については、地域住民と協議しご理解をい

ただきながら有効活用を図っていきます。 

 

 



- 17 - 

（６）広域行政、広域連携のあり方 

  ① 広域行政・広域連携 

多様化する住民ニーズ、地方分権の進展による専門化や高度化に

対応していくためには、国―県―市町村といった垂直的なつながり

のみに依存するのではなく、生活圏を共有する近隣市町村との水平

的なつながりによる広域的な連携が有効であると言われています。  

村は新庄市との合併を断念し、新たな「自立の村づくり」を目指す

こととしたもので、決して「孤立した村づくり」をしていくもので

はありません。その意味でも、広域的な行政や連携のあり方を模索

していきます。 

村は、「最上広域市町村圏事務組合」においてごみ処理や消防など

の行政事務の一部を共同で処理することや、国民健康保険の最上地

区広域連合を立ち上げ、事務の効率化を図ってきました。今後も国・

地方とも非常に厳しい財政状況の下においては、近隣市町村で共通

したものや重複するような経費は、広域的な対応によってできる限

り節約し、効率化を図りながら質の高い住民サービスを提供してい

く必要があります。 

② 第２９次地方制度審議会の答申 

第２９次地方制度審議会の答申では、「事務処理の方策に関する基

本的な考え方」について、「市町村合併による行財政基盤の強化のほ

か、共同処理方式による周辺市町村での広域連携や都道府県による

補完などの多様な選択肢を用意した上で、それぞれの市町村がこれ

らの中から最も適した仕組みを自ら選択できるようにすべきであ

る。」と指摘しているところです。 

今後、定住自立圏構想や小規模市町村の事務のあり方がどのよう

な動向をたどるのか、十分注視し的確な対応をしていく必要があり

ます。 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

○近隣市町村で共通したものや重複するような経費は、広域的な対応

によってできる限り節約し、効率化を図りながら質の高い住民サー

ビスを提供していきます。 

○第２９次地方制度審議会の答申や定住自立圏構想がどのように推

移するか、十分注視していきます。 
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（７）事務事業見直しによる経費の削減 

  ① 事務事業の整理合理化 

    自助、共助、公助の観点から行政の責任領域を見直し、行政関与

の必要性、受益と負担の公平性確保、効率、効果等を十分吟味して

事務事業の整理合理化を図ります。 

  ② 事務事業評価システム導入の検討 

    事務事業の整理合理化の手段の一つとして、また、住民ニーズに

的確に対応した効果的な事業展開を図るため、事務事業評価システ

ムの導入を検討します。 

    ◎事務事業評価システムとは 

     村が実施している事務事業について、その目的や手段を明確化

にし、どのような効果が上がっているのか、費用は適切か、他に

効果的な方法はないか等を客観的評価基準に基づいて評価するも

のです。 

    ◎事務事業評価システムの目的 

     ア 時代の変化や住民ニーズに的確に対応した効果的・合理的

な施策の選択、事務事業の見直しを図る。 

     イ 評価結果を公表することにより、行政の説明責任を果たし、

行政への村民理解の促進を図る。 

     ウ 職員が事務事業の目的や成果を明確に意識することにより、

改善改革意識やコスト意識の高揚を図る。 

  ③ 補助金等の削減 

補助金・助成金・交付金については、これまでも、段階的に削減

を図ってきましたが、更に初期の目的達成度、経費負担のあり方、

事業効果、社会状況等を検討し、廃止や縮小、整理統合を行ってい

きます。 

    併せて、事務局を村で行っている団体については、各団体と協議

しながら独自運営できるよう指導の強化と事務局の移譲を行ってい

きます。 

    既得権化されつつある各種団体への補助金、負担金、交付金につ

いては、行政の責任領域、経費負担のあり方、行政効果などを精査

のうえ、従前の制度や慣習にとらわれることなく、終期の設定や不

断の見直しを図り、交付総額の抑制に努めます。 

    ◎補助金等の見直しの視点 

     ア 全ての補助金（国・県の制度による補助金を除く）を見直

しの対象とし、その必要性、目的の達成度合い、事業内容な
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どについて検証します。 

     イ 「協働の村づくり」推進のため、行政と住民の役割分担を

明確にし、団体等の活動が行政に依存せず自立した住民の自

主的な活動となるよう支援します。 

     ウ 補助にあたっては、公益上の必要性が客観的に認められ、

かつ自助努力をもっても不足する分を補助する「必要かつ最

大限の原則」を徹底します。 

    

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

（８）民間委託の推進 

   地方分権の進展や、住民ニーズの多様化による事務事業の複雑化、

高度化が進む一方で、これに対応するための職員増や財源投入には限

界があります。 

サービス水準の維持又は向上を前提に、業務の簡素化を図り、村民

サービスの向上のため、費用対効果等を試算し委託や嘱託・臨時職員

等の対応を検討し、更には民間等への委託により総体的な経費の節減

が図られる業務については、民間委託を積極的に推進していきます。 

併せて、職員が自らできることは、経費節減の観点から自ら行い、

自立意識高揚の促進を図っていくことが必要です。 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

○行政の責任領域を見直し、行政関与の必要性、受益と負担の公平性

確保、効率、効果等を十分吟味して事務事業の整理合理化を図って

いきます。 

○住民ニーズに的確に対応した効果的な事業展開を図るため、事務事

業評価システムの導入を検討していきます。 

○補助金等については、個別に検討し廃止や縮小、整理統合を行って

いきます。 

○各種団体への補助金等については、行政効果等を精査のうえ、終期

の設定や不断の見直しを図り、交付総額の抑制に努めていきます。 

 

 

 

○サービス水準の維持又は向上を前提に、総体的な経費の節減が図ら

れる業務については、民間委託を積極的に推進していきます。 

○職員が自らできることは、経費節減の観点から自ら行い、自立意識

の高揚を図っていきます。 
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３，住民と協働による村づくり 

（１）自助・共助・公助の基本原則 

     村づくりとは、将来にわたる私たちの暮らしを、住民や地域と行政

が一緒になってつくっていくことです。そのためには、住民一人ひと

りが積極的に村づくりに参加することが必要不可決であります。 

戸沢村は国民健康保険の発祥の地で、お互いに助け合う精神、相互

扶助の精神が脈々と受けつがれている村です。人口減尐・尐子高齢化

の進む中、その地域に住む人々がお互いに見守り・支え合いながら地

域を盛りたてていくことが必要です。 

「協働の村づくり」の基本的な考えは、自分でできることは自分で

行う（自助）、個人でできないことは地域で行う（共助）、そして、個

人でも、地域でも解決できない課題については行政が行う（公助）と

いう自助・共助・公助の基本原則を推進していきます。 

今後の村づくりの基本的な考えは、自助・共助・公助の基本原則の

もと、村民一人ひとりが担うべき役割を認識し、みんなで汗を流し、

知恵を出し合い積極的に地域の課題を解決し、住民が幸せを実感でき

る「未来へつなぐ元気な村」の実現です。 

      

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○村づくりとは、将来にわたる私たちの暮らしを、私たちが一緒にな

ってつくっていくことです。 

○地域に住む人々がお互いに見守り・支え合いながら地域を盛りたて

ていくことが必要です。 

○自助・共助・公助の基本原則のもと、村民一人ひとりが担うべき役

割を認識し、みんなで汗を流し、知恵を出し合い積極的に地域の課

題を解決していきます。 
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～協働による村づくりの姿～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未

来

へ

つ

な

ぐ

元

気

な

村

づ

く

り 

●自分でできることは自分でします 

●家族が協力し、自らの暮らしを良くします 

●地域活動に積極的に参加します 

●個人の知識や技能を社会に生かします 

●個人でできないことは地域で行います 

●地域の課題は、地域住民の力で解決します 

●組織や団体がそれぞれの立場で村づくりの担い手とし

て努力します 

●自助や共助ではできないことを行政が補完します 

●地域や団体の活動を支援します 

●行政情報を積極的に公開します 

○健康づくり、寝たきり予防 

○ゴミの減量、分別、リサイク 

 ル 

○生涯学習、地域のお祭りなど 

   Ҟ 

 

 

個人や家族の努力 

住  民 

○地域の公共的施設の維持管理 

○地域全体での防災活動 

○清掃、草刈り、地域内の除雪 

○災害時の助け合い 

○地域での親睦、交流 

В   Ҟ 
力の結集、助け合い 

自治会 

地域団体 

○法に基づく行政事務 

○自助や共助で解決できない課

題への対応 

○村全体の基盤整備や計画策定 

○広域連合、郡、県、国との連携 

Џ   Ҟ 

住民活動の補完的支援 

行 政 
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（２）協働の村づくりに向けて 

これまでの村づくりは、行政が主体となって取り組んできましたが、

今後は住民の自主的な行動のもと、住民と行政が良きパートナーとし

て連携しながら、村づくりをしていくことが大切です。 

これからは行政が公共・公益的なサービスすべてを提供するという

発想ではなく、住民、地域、各種団体、行政がそれぞれの良いところ

を出し合い、住民と地域そして行政がそれぞれの役割を分任する「協

働の村づくり」を進めていかなければなりません。  

このような動きの中には、現在の社会が尐子高齢化・環境・教育な

ど様々な課題を抱えており、しかも、人々のニーズが個別化・多様化・

複雑化する中で、これら全てに、行政だけで対応するには限界がある

という認識があります。 

住民と地域そして行政が自己変革し、そして相互の特性や違いを認

め、互いに補完しあいながら「協働の村づくり」を推進していくこが

必要です。 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

（３）住民参加と情報の共有 

   住民参加の協働の村づくりを進めるためには、行政が持っている情

報や考えを住民に提供し、互いに情報を共有しながら共通の認識を持

ったうえで、住民も事業の計画段階から参加し、行政と一緒に考えて

いく体制づくりが必要です。そのために行政は、正確な情報をわかり

やすく住民に伝えるための工夫が常に必要です。 

一方、住民には村づくりの当事者として、それらの情報を吸収し、

理解しようとする姿勢が求められています。 

○住民の自主的な行動のもと、住民と行政が良きパートナーとして連

携しながら、村づくりをしていくことが大切です。 

○住民と地域そして行政がそれぞれの役割を分任する「協働の村づく

り」を進めていきます。 

○人々のニーズが個別化・多様化・複雑化する中で、これら全てに、

行政だけで対応するには限界があります。 

○住民と地域そして行政が自己変革し、そして相互の特性や違いを認

め、互いに補完しあいながら「協働の村づくり」を推進していきま

す。 
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ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

 

（４）ボランティア・ＮＰＯ等の育成・支援 

   「協働の村づくり」における、公的サービスの新たな担い手として、

ボランティア・ＮＰＯ団体等、各集落に組織された地域活動団体等の

活動が村づくりに大きく貢献するものと期待されています。これらの

団体は、地域の担い手として、地域の住民の生活を支え、地域活力を

維持する機能を果たしていく「新たな公」として位置づけることがで

きます。活動を通じた社会貢献は自己実現の場でもあるとともに、社

会的サービスの充実、地域の活性化、行財政負担の軽減効果が期待で

きるなど、その意義は大きいものがあります。これらの団体の組織の

立ち上げを促進し、活動が行われやすい環境の整備づくりに取り組ん

でいくことが重要です。 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

○住民と行政が互いに情報を共有しながら共通の認識を持ち、一緒に

考えていく体制づくりが必要です。 

○行政は正確な情報をわかりやすく住民に伝えるための工夫が常に

必要です。 

○住民は村づくりの当事者として、情報を吸収し、理解しようとする

姿勢が求められています。 

○「新たな公」としてボランティア・ＮＰＯ団体等、各集落に組織さ

れた地域活動団体等の活動が村づくりに大きく貢献するものと期

待されています。 

○ボランティア・ＮＰＯ団体等の活動は、社会的サービスの充実、地

域の活性化、行財政負担の軽減効果が期待できるなど、その意義は

大きいものがあります。 

○団体の組織の立ち上げを促進し、活動が行われやすい環境の整備づ

くりの取り組みを支援していきます。 
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（５）地域自治組織 

     地域自治組織とは、村では一般的に「自治会」「地区会」と呼ばれる

もので、村内各集落に隈なく組織されています。その中には、地方自

治法に規定による「地縁団体」としての申請に基づき、村が認可した

ものが２３団体となっています。（平成２１年４月現在） 

これらの団体は、長い歴史の中で自主的に形成されたもので、自治

会長を代表者として、「隣組」が組織されているものが一般的です。活

動内容も多岐にわたり地域内の生活環境、伝統文化の継承、地域課題

の解決など多くの機能を有しています。 

住民主体の地域づくり、「協働の村づくり」を推進していくにあたり、

共助活動を展開する組織、地域の特色をいかしながら行われる地域活

動を展開する組織、地域から行政、行政から地域へ互いに要望や課題

を検討し合う組織としての機能が期待されます。 

協働の村づくりの観点からも地域住民と行政の円滑な連携が求めら

れており、自立の村づくりを推進するための行政の重要なパートナー

として、その充実が期待されています。 

 

ここがポイント‼ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自治会等は、地域内の生活環境、伝統文化の継承、地域課題の解決

など多くの機能を有しています。 

○共助活動を展開する組織、地域の特色をいかしながら行われる地域

活動を展開する組織、地域から行政、行政から地域へ互いに要望や

課題を検討し合う組織としての機能が期待されます。 

○地域住民と行政の円滑な連携が求められており、自立の村づくりを

推進するための行政の重要なパートナーとしてその充実が期待さ

れています。 
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第４ 未来へつなぐ村づくり                       

  施策の体系図 

 

 

          ①地域防災体制の整備 

          ②社会生活基盤整備 

          ③環境対策 

          ④交通体系の整備 

           

 

 

          ①地域循環型農業の推進 

          ②農業基盤整備 

          ③農業と観光の連携 

          ④商工業の振興と労働対策 

 

 

 

          ①住民の健康増進（医療対策） 

          ②子育て支援（保育所） 

          ③高齢者福祉 

          ④障がい者福祉 

 

 

 

          ①学校教育施設の整備 

          ②生涯学習の推進 

          ③人材育成（地域間・国際交流） 

          ④伝統文化の継承 

           

 

 

           

①自助・共助・公助の推進 

          ②村民総参加の推進 

          ③健全な行財政の確立 

ὄⱲ  

Ҙ  

Ϸ  

Ⱳ  

֓қ Ӳϐ  
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- 26 - 

１，安心して暮らせる村づくり 

  （１）地域防災体制の整備 

     火災の初期段階や地震・台風災害などの大規模災害時には、地域住

民の果たす役割が大変大きなものとなってきています。しかし、過疎

化・尐子高齢化の進展に伴い、集落維持機能が低下してきており、災

害弱者に対する支援体制の強化など、一層の地域防災体制を整備して

いく必要があります。 

     住民の生命・財産を災害から守り、安全で安心な村づくりを進める

ために、自主防災組織の育成や消防防災施設の整備などを総合的に推

進していきます。 

この地域に住む人々にとって、雪対策は大きな課題です。春の新緑、

夏の青葉、秋の紅葉そして冬の雪景色。これら季節の変化は、一面で

観光資源であり、農業などに欠かすことのできない貴重な地域の資源

でもあります。このように一面では貴重な資源ですが、道路の除排雪

や家の雪降ろしや雪かき等雪国に住む人々にとっては、大変な労力と

費用が伴うもので、雪対策について万全を期していかなくてはなりま

せん。高齢化に伴う高齢者の一人暮らし世帯が増加しており、安心し

て暮らせる対策や地域内の除排雪について計画的な対策を図っていく

必要があります。 

また、克雪・利雪・親雪の観点で対策を講じていく必要があります。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆防災行政無線不感地域解消対策（山の内地区のデジタル化） 

◆公共施設の耐震化 

◆消防団員の確保対策 

◆消防施設の整備 

   ◆除雪機械整備事業（２２～２７） 

◆除雪体制の整備 

◆除雪機械の貸付制度の導入 

◆雪を利用した観光、雪のイベントの開催 

◆雪エネルギーによる農業面や雪冷房への活用 

 

  （２）社会生活基盤整備 

 住民の快適な生活を確保することや地域住民の相互交流を促進する

には、社会生活基盤の効率的な整備を図る必要があります。とりわけ

簡易水道事業では水管橋整備を図っていく必要があります。また、生
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活排水処理対策については、合併浄化槽など費用対効果を勘案し効率

的な整備手法による対策を促進していきます。 

情報通信基盤の格差解消や地上デジタル放送への対応を図り、情報

化社会、ＩＴ社会の利便性が享受できる地域社会を推進していきます。

高速通信基盤事業として、村内全域への光ファイバー網の敷設を行い、

情報通信格差の是正に努めていきます。また、地上デジタル放送への

対策や携帯電話の不感地帯の解消に向けた取り組みを図っていきます。 

    

 【主な取り組み】 

   ◆村内全域への光ファイバー網整備 

◆簡易水道の水管橋整備 

◆生活排水処理対策の促進 

◆国土利用計画の策定 

◆地上デジタル放送への対策 

◆携帯電話の不感地帯の解消対策 

 

  （３）環境対策（ゴミ、自然保護、省エネ）自然を大切にする村 

     地球温暖化の問題、低炭素社会の実現など環境問題が大きな社会問

題となっています。自然豊かな戸沢村は、自然との共生を図りながら、

豊富な資源を巧みに活用した地域づくり、自然を大切にする村づくり

を進めていきます。最上川県立自然公園や今神山自然環境保全地域、

幻想の森など未来へつなぐ保全すべき環境が多くあります。私たちは

これら環境を村民の財産として継承していく使命を担っているもので

す。また、森林の持つ公益的な機能を発揮するためにも、里山の整備

や利活用を図っていきます。 

     ごみの減量化と再資源化による循環型社会の形成に向けて、住民や

地域との協働の取り組みを推進していきます。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆景観条例の制定 

◆モモカミゴミバスターズ等による環境問題の意識啓蒙 

◆各種団体のリサイクル活動の支援 

◆食品残渣（生ごみ）の収集体制の整備のよる循環型農業の推進 

◆分別収集の徹底と不法投棄防止 

◆棚田の保存 

◆里山の整備 
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     ◆ナラ枯れ対策 

 

  （４）交通体系の整備 

     高齢者や児童生徒、障がいを持つ人々など、いわゆる交通弱者の通

院や通学の利便性の向上対策を進めていきます。デマンドバスが運行

されたところですが、更なる利便性の向上に向け対策を講じていきま

す。 

   産業振興や交流拡大にとって重要な社会資本である、東北中央自動

車道や新庄酒田地域高規格道路等の高速ネットワークの整備促進を国

及び県に要望していきます。 

    

 【主な取り組み】 

   ◆通院・通学・園児の通所に係る交通体系の整備 

◆主要地方道新庄戸沢線の整備の要望 

◆地域高規格道路「新庄酒田線」の整備促進 

◆主要地方道「戸沢大蔵線」の整備促進 

    

２，活力に満ちた豊かな村づくり 

（１）地域循環型農業の推進 

   村の基幹産業である農業の振興は重要な課題です。豊かな自然に恵

まれた環境のもと、日本の食糧基地として、生産者の顔が見え安全で

安心な農産物を提供できるよう、生産者と関係機関が一丸となって農

業の振興を推進していきます。地産地消を推進し収穫された農産物は、

生産者と消費者を結びつける直売所での販売や学校給食等に提供して

いくものとします。 

   村の耕地面積は１，６６０ヘクタールで内８６％の１，４３０ヘク

タールが水田となっています。米の算出額は約１２億５千万円ですが、

一戸当たりの生産農業所得は９６万８千円、他の地域に比べ低いもの

となっています。特別栽培米や平成２２年度本格デビューとなる「つ

や姫」の栽培振興を奨励していきます。津谷地区で栽培される米、「津

谷のつや姫」の奨励を図っていきます。 

園芸作物や花卉類については、パプリカ栽培やリンドウなどの一層

の振興を図り産地化を進めていきます。村の気象や地形を活用した新

たな作物の生産を模索し、農業所得の向上を図っていきます。 

   安全で安心な農産物を提供するためにも、有機的な農業を推進して

いきます。そのためのストックヤードの整備や畜産振興を図っていく
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必要があります。 

 【主な取り組み】 

   ◆地産地消の振興 

◆担い手農家の育成・支援 

◆県や研究機関との連携 

◆地域支援員の活用 

◆地元農産物を活かした特産物の開発と販売 

◆特用林産物（山菜・キノコ）の奨励 

◆有機農業の推進 

     ◆「津谷のつや姫」の奨励 

 

（２）農業基盤整備 

   農業戸数や従事者の減尐、更には高齢化の進むなかで、営農が行わ

れている現状です。ほ場が未整備で耕作地が分散しているほか、用排

水路の維持管理などに時間を費やすことで効率的な営農に支障をきた

している状況にあります。区画整理や用排水路の改修などの基盤整備

を行い、農業の生産性向上を図り、安定した農業経営の確立や地域農

業の振興、ひいては集落の活性化を図っていきます。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆経営体育成基盤整備事業 

     戸沢地区２４４Ｈa（津谷、濁沢、 神田） 

◆農業基盤整備促進事業（神田地区用排水施設整備）１６９６ｍ 

 

（３）農業と観光の連携（特産品開発） 里山整備とその活用 

   角川地区には年間２千名を超す中学生や高校生が教育旅行でやって

来るようになりました。地域資源（自然や歴史、文化、伝統、郷土食、

人材等）を活かし、農業と観光を有機的に結びつけ、一層の誘客を図

り、地域の活性化に取り組んでいきます。 

村の総面積の約８割が山林原野でその大半が国有林となっています。

木材価格の低迷や木材を燃料として使用しなくなったことから、山に

人の手が入らず山は荒廃し、災害を引き起こす懸念もあるところです。

森林のもつ多くの公益的な機能が発揮されるよう里山の整備に取り組

み、交流の場の確保や特用林産物の生産の場として活用していきます。 
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 【主な取り組み】 

   ◆教育旅行の振興 

◆民宿の里づくりへの支援 

◆地域協力隊による炭焼き後継者の育成 

◆里山の整備 

◆産物を活用し村をあげたイベントの開催 

 

（４）商工業の振興と労働対策 

   景気低迷の中、新たな企業誘致も大変厳しい状況になっています。

若者の定住のためには、働く場の確保が必要ですが、村単独での誘致

には限界があることから、新庄中核工業団地などへの企業誘致につい

て、他の市町村や県との連携を図り最上地域全体の課題として取り組

んでいきます。 

   国に制度として厚生労働省が推進している地域雇用創造推進事業

（新パッケージ事業）や経済産業省の地域資源活用プロジェクト等を

活用し、雇用の拡大や人材の育成、就職を支援していきます。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆他の市町村や県との連携による働く場の確保 

◆企業見学会への支援 

◆労働者信用保証制度の活用 

◆地場産業の支援 

 

３，笑顔あふれる元気な村づくり 

（１）住民の健康増進づくり （医療対策） 

   笑顔あふれる元気な村づくりのためには、健康で長生きできる環境

づくりを進めていくことが大切です。人間ドッグなど各種健康診査事

業の一層の充実を図り、病気の早期発見・早期治療につとめ、より明

るく活力に満ちた社会を目指していきます。 

   村民の医療を担う中央診療所は、最上地域の基幹病院である県立新

庄病院を中心とした医療機関との連携強化を図りながら、村民の健康

保持のために、医療サービスを提供していきます。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆中央診療所の運営 

◆各種健康診査の充実 
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◆ぽんぽ館を利用した健康づくり 

（２）子育て支援 

   村の出生者数が年間２０人台まで落ち込む中、次世代を担う子ども

たちの健やかな成長を支援する子育て支援対策は、最も重要な課題の

一つです。子どもを安心して生み育てることができる環境を整備して

いくことが大切であることから、保護者の経済的負担の軽減を図るた

め、医療給付事業の対象年齢を中学入学前まで引き上げることを進め

ていきます。 

保育等においては、保護者の就労形態や様々な保育ニーズに的確に

対応した対策を講じていく必要があります。乳児保育、延長保育、障

害児保育などの充実を図り、安心して子育てができる地域社会を構築

していきます。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆保育所のあり方を検討していく 

◆子どもの医療費無料化を中学入学前までに引き上げ 

◆住民ニーズに合わせた保育体制の整備 

◆地域と連携した子育て支援 

◆保育園児と小中学生との交流 

 

（３）高齢者福祉 

   戸沢村の高齢化率は、３０．１％（１７年国勢調査）と高く、高齢

者福祉対策が喫緊の課題となっています。 

   高齢者が安全で安心して暮らしていくには、地域住民との連携を元

に、心ふれあう温かい地域福祉社会を創造していくことが必要です。 

また、高齢者が若さを保ち続け、前向きに楽しみを感じながら暮らし

ていくことは、健康と長寿にもつながる重要なことです。様々な知識

や技術・能力を持った高齢者が、その能力を発揮し活躍できるような

機会の充実を図るとともに地域活動やボランティア活動の支援などに

より高齢者の社会参加やいきがいづくりを推進していきます。 

    

 【主な取り組み】 

   ◆特別養護老人ホームの増床 

◆福祉除雪サービスの充実 

◆高齢者福祉交通事業の充実 

◆おむつ支給事業の充実 



- 32 - 

◆一人ぐらし老人食事サービスの充実 

◆相談員制度の充実 

◆限界集落における高齢者対策の実施 

 

（４）障害者福祉 

   村の障害者福祉は、戸沢村障害者福祉計画（平成１８年度～２０年

度までの３年間）の基本方針と施策の体系に基づいて進められてきま

した。障害のある人もない人も、ともに生きる社会を目指し、地域の

中で自立した生活ができるようサービスの向上に努めていきます。 

  また、現計画の達成状況について検証・評価を行ったうえで、新た

な計画を策定し施策の推進を図っていきます。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆在宅ねたきり障害者家族介護者等支援の充実 

◆身体障害者福祉交通事業の充実 

◆地域支援体制の構築 

 

４，未来へつなぐ心豊かな村づくり 

（１）地域連携による学校教育の充実 

   地域住民と連携し、地域資源をいかした体験学習を通じて、郷土に

誇りと愛着心を育む学習活動を支援し、未来の戸沢村を担う貴重な子

ども達の健全育成に努めていきます。人口減尐・尐子高齢化等に伴い

児童・生徒数が一段と減尐してきています。複式学級の増加やスポー

ツや文化活動など、集団で取り組む学習が困難な状況にあり、地域の

理解を得ながら早急に改善を図る必要に迫られています。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆戸沢中学校の改築 

   ◆小学校の耐震化対策 

◆児童・生徒の目線で統廃合について検討し、将来的には小学・中

学を１校体制に整備 

◆地域全体で子どもを見守り育てる取り組みを推進 

◆遠距離通学に適応したスクールバスの導入 

◆山村留学や里親制度の実施 

◆体験学習の充実に努め、特色ある学校づくりを推進 
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（２）生涯学習 

   生涯学習の中心である社会教育については、公民館や学校を村民の

学習交流の拠点とし、教室や講座を開催していきます。 

   また、地域性をいかしたスポーツの普及やスポーツ指導者の養成、

地域スポーツクラブの育成を図り、生涯スポーツの一層の推進に努め

ます。 

 

 【主な取り組み】 

   ◆読み聞かせグループの育成 

◆通学合宿の推進 

   ◆地域活動塾の支援 

   ◆スポーツ優秀者（団体）への助成 

◆冬季におけるスポーツ活動施設の整備 

◆指導者の養成 

◆各種スポーツ大会の招致 

   ◆総合型地域スポーツクラブの育成 

 

（３）人材育成   地域間交流 国際交流 

   村づくりを進めていくには、人材の育成が何よりも大切です。行政

を担う職員はもちろんのことですが、村の将来を担う若者や女性のリ

ーダーの育成を図っていく必要があります。 

    

 【主な取り組み】 

   ◆若者や女性を対象とした交流の場や学習機会の創設 

◆各種委員会等には、より多くの女性登用を図る 

   ◆意欲ある委員等の確保や公募による委員の確保 

   ◆意欲あるリーダー養成のため国内外の研修制度を創設 

 

（４）伝統文化の継承 

     村内には貴重な自然環境や先人達が守り育ててきた伝統・文化が多

く残っています。村民はそれらの魅力を再認識し、後世へ継承してい

く必要があります。自分たちが住む郷土を愛し、地域のことを考え活

動できるよう、地域の特色や歴史・文化を学ぶ機会の創出していく必

要があります。 

 【主な取り組み】 

   ◆地域活動団体の育成 
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◆郷土食や伝承野菜の継承 

   ◆民具や農工具の展示 

   ◆昔話の収集 

◆巨木の保存 

   ◆マタギ猟（文化）の継承 

◆伝統漁法の継承 

 

５，村民の参加と協働による村づくり 

  （１）自助・共助・公助の推進 

     第３自立に向けた具体的な取り組み ３ 住民と協働による村づく

りで述べたとおり、今後の村づくりの基本的な考えは、自分でできる

ことは自分で行う（自助）、個人でできないことは地域や団体で行う（共

助）、そして、個人でも地域や団体でも解決できない課題については、

行政が補完的に支援する（公助）という原則のもと「未来へつなぐ元

気な村づくり」を推進していきます。 

  （２）住民と協働による村づくりの推進 

     村づくりの主役はそこに住む住民であり、行政にはその住民のニー

ズを的確に捉えることや公助の部分を施策として実施していくことが

求められています。施策の計画づくりの段階から実施、評価まで住民

と協働で進めていくことが重要であり、住民の村づくりへの参加意識

も高まるものです。 

住民との協働の村づくりを進めていくためには、積極的に情報公開

を行い、住民に身近な行政であることが必要です。一方では、行政サ

ービスに限界があることもご理解いただきながら、今までの行政主導

のあり方を見直して、本来の住民自治を基本とした村づくりに向けて、

住民との情報を共有し役割を分担しながら、地域を取り巻く様々な課

題の解決に向けて、共に力を合わせて取り組んでいかなければなりま

せん。 

  （３）財政基盤の確立 

     今まで村の財政状況は比較的健全に推移してきましたが、長引く景

気低迷の中で村税の伸びも期待できず、更に国・地方の財政悪化など

による交付税削減の影響を大きく受けることで、今後も極めて厳しい

財政運営を迫られることが予測されます。 

財政基盤が弱く交付税に依存している割合が高い（平成１９年度は

５５％）戸沢村は、人口減尐、尐子高齢化が一段と進み、医療・保健・

福祉に係る経費が益々増加することが推測されています。こうした中
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で、「自立の村づくり」を進めていくためには、以前にも増して実効性

のある事務事業の見直しや組織機構、人事、給与などの行財政改革に

取り組み、財政基盤の確立を図っていくこととします。 

 

第５ 財政計画                             

 

１，財政計画 

    村が自立していくためには、将来にわたって村の財政が安定的に運営

されることが基本となります。したがって、村の財政が今後どのように

推移するのかを予測しながら、村が取り組むべき課題解決に向けて、村

づくりを推進していく必要があります。 

    現段階では、国の地方交付税など地方財政政策が不透明なところです

が、戸沢村として持続可能な歳入歳出の均衡ある財政運営を基本として

普通会計における２１年度の決算見込み及びその後５年間の財政収支を

試算したものです。 
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 財政計画（試算） 

 

  ◎歳入内訳                    （単位：百万円） 

 

 

区         分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

地方税 340 335 332 329 326 323 

地方贈与税等 104 103 103 103 103 103 

 

 

内 

 

 

 

訳 

地方贈与税 42 42 42 42 42 42 

利子割交付金 1 1 1 1 1 1 

配当割交付金       

株式等譲渡所得割交付金       

地方消費税交付金 45 44 44 44 44 44 

ゴルフ場利用税交付金       

自動車所得税交付金 11 11 11 11 11 11 

地方特例交付金 4 4 4 4 4 4 

交通安全対策交付金 1 1 1 1 1 1 

地方交付税 1,920 1,910 1,860 1,810 1,810 1,760 

内 

訳 

普通交付税 1,750 1,750 1,700 1,650 1,650 1,600 

特別交付税 170 160 160 160 160 160 

国庫支出金 59 80 312 449 80 80 

県支出金 185 165 175 180 170 170 

地方債 294 192 478 617 221 210 

内 

 

訳 

建設事業債 91 42 328 467 71 70 

減収補てん等債       

臨時財政対策債 203 150 150 150 150 140 

その他 529 396 231 297 230 241 

 

内 

 

 

 

 

訳 

分担金及び負担金 4 4 4 4 4 4 

使用料 38 38 38 38 38 38 

手数料 11 10 10 10 10 10 

財産収入 4 4 4 4 4 4 

寄附金       

繰入金 150 100  50   

繰越金 152 70 5 21 4 15 

諸収入 170 170 170 170 170 170 

合       計 3,431 3,181 3,491 3,785 2,940 2,887 
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 財政計画（試算） 

 

  ◎歳出内訳                    （単位：百万円） 

区         分 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

人件費 837 818 794 770 760 767 

内 

 

 

訳 

議員報酬手当 45 45 45 45 45 45 

首長等特別職の給与 45 45 45 45 45 45 

職員給与費（共済、退手込） 734 715 691 667 657 664 

その他の人件費 13 13 13 13 13 13 

扶助費 120 121 122 123 124 125 

公債費 539 497 392 318 307 314 

内 

 

訳 

元金 485 449 349 273 257 264 

利子 54 48 43 45 50 50 

一時借入金利子       

物件費 546 500 490 480 480 480 

補助費等 504 470 470 470 470 470 

繰出金 404 389 385 383 375 375 

投資的経費 200 230 686 1,106 278 200 

内 

訳 

普通建設事業 200 230 686 1,106 278 200 

災害復旧事業費       

その他の経費 211 151 131 131 131 131 

内 

 

 

訳 

維持補修費 86 86 86 86 86 86 

積立金 83 23 3 3 3 3 

投資及び出資金       

貸付金 42 42 42 42 42 42 

   合       計 3,361 3,176 3,470 3,781 2,925 2,862 
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 戸沢村新自立計画（素案）に対する意見 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     平成２１年１２月  戸沢村総務課 

〒９９９－６４０１ 

  山形県最上郡戸沢村大字古口２７０番地 

 ＴＥＬ ０２３３－７２－２１１１ 

 ＦＡＸ ０２３３－７２－２１１６ 

 ＵＲＬ   http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/ 

 Ｅ－mail    tozawa@vill.tozawa.yamagata.jp 


